
平成 25 年 10 月 24 日 

各 位 

会 社 名 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 

代表社名 代表取締役社長 尾﨑 朝樹 

（コード番号 4827 Q－Board） 

問合せ先 常務取締役業務本部長 兼清 美隆 

電話番号 092-534-7210 

 

会 社 名 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

代表者名 代表取締役社長 久保 哲也 

 

主要株主の異動及びＳＭＢＣ日興証券株式会社による 

当社株式（証券コード 4827）の取得に関するお知らせ 

 

平成 25 年 10 月 24 日付で、当社の主要株主に異動が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

本資料は、ビジネス・ワンホールディングス株式会社による有価証券上場規程に基づく開示であるととも

に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（株式取得者）が当社（本買集め行為の対象会社）に行った要請に基づき、

金融商品取引法施行令第 30 条第１項第４号に基づいて行う公表を兼ねております。 

 

記 

１．異動が生じた経緯 

当社の主要株主である平本敏夫氏より、保有する当社普通株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社を相手方

として売却した旨の報告を受けたことによるものです。 

これにより、以下のとおり主要株主に異動が生じました。 

 

２．異動した株主の概要 

 （1）主要株主でなくなった者 

氏    名 平本 敏夫 

住    所 福岡県小郡市 

  

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異    動    前 

（平成 25 年 10 月 23 日現在） 

8,000 個 

（8,000 株） 
19.28％ 第２位 

異    動    後 
－個 

（－株） 
－％ － 

 

 （2）主要株主となった者 

商     号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

所  在  地 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

事 業 内 容 証券業 

  

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異    動    前 

（平成 25 年 10 月 23 日現在） 

－個 

（－株） 
－％ － 

異    動    後 
8,000 個 

（8,000 株） 
19.28％ 第２位 

  

 



 ※１．総株主の議決権の数に対する割合は、平成 25 年３月末時点の総議決権数 41,489 個を基準に算出 

しております。 

・平成 25 年３月 31 日現在の発行済株式総数 41,489 株 

   ２. 大株主順位及びＳＭＢＣ日興証券株式会社の異動後の議決権の数（所有株式数）につきましては、 

平成 25 年３月 31 日現在の株主名簿を基準に推定しております。 

 

３．今後の見通し 

   平本敏夫氏より、平成 25 年 10 月 25 日（予定）に株式を買い戻すクロス取引を実施する旨の報告を

受けております。なお、本件による当社業績への影響はありません。 

 

・添付資料 

  別紙 ＳＭＢＣ日興証券株式会社「株式の取得に関するお知らせ」 

 

以 上 

 



（別紙） 

 

報道関係各位 

 

2013 年 10 月 23 日 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

 

 

 

株式の取得に関するお知らせ 

 

 

 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、下記のとおり、当社のお客様からビジネス・ワンホールディングス株式会

社（銘柄コード：4827）の株式を立会時間外取引において買付けし、買付けの翌日に当該お客様に対し

て買付けにおける取引数量と同数量を売付ける（お客様が同数量を買戻す）クロス取引を行うことを予定

しております。当社による下記の買付けは、金融商品取引法第 167 条第 1 項及び同法施行令第 31 条

に規定する買集め行為に該当するため、同法第 167 条第 4 項に基づきお知らせ致します。 

また、当社は、当社のお客様である平本敏夫氏による買戻しについて、同氏からその開示に関する委

任を受けましたので、金融商品取引法第167条第4項に基づき、併せてお知らせ致します。 

 

 

記 

 

2013 年 10 月 24 日当社の買付け、10 月 25 日当社の売付け 

 

お客様名（敬称略） 当該発行会社との関係 取引予定株式数 
発行済株式総数に対する割合 

（総株主の議決権数に対する割合） 

平本 敏夫 主要株主 8,000 株 
19.28％ 

（19.28％） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

報道関係お問い合わせ先： 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 広報部 

03-5566-9380 

 

 

 

 

【インサイダー規制にかかるご注意】 

本書面に含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第 167 条第 3 項並びに第 4 項及び同法施行令第 30 条の規定により、

本書面が 2 つ以上の報道機関に公表されてから 12 時間を経過するまで、インサイダー取引規制に関する第一次情報受領者として、

ビジネス・ワンホールディングス株式会社の株式等の買付け等が禁止される可能性がありますので、十分にご注意ください。万一、

当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われることがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、

あらかじめご了承ください。 
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